
地震により水道水の濁りが生じたため
２立方メートル分の水道料金を無料にします

平成３０年（2018 年）７月２６日（木）

箕面市では、６月１８日に発生した大阪北部地震により、市内の広範囲で水道水の濁りが生じ

たため、市内全利用者を対象に、一律２立方メートル分の上下水道料金を無料にします。

濁り水は、地震の震動により、水道水が水道管内のさびを巻き込んで流れたり、水道管内に

気泡が発生したりすることなどの理由により生じたものです。濁りが解消されるまでに使用した水

量については、使用水量から差し引き上下水道料金を計算します。

濁り水は、６月１８日から６月１９日までの間に集中的に市内の広範囲で発生していることから、

市内の全利用者を対象とします。

ただし、６月２０日以降に開栓された利用者を除きます。

濁りが解消されるまでに使用した水量は、時間帯や場所によって異なりますが、最大で２立方

メートルと試算しました。８～９月の水道メーターの検針により計量した水量から、２立方メートル

の水量を差し引き、上下水道料金を計算します。

なお、水道水の使用量が基本料金の範囲内※の利用者は対象外です。

※ ２か月検針で水量１６立方メートル以内、または１か月検針で水量８立方メートル以内

箕面市では、６月１８日に発生した大阪北部地震により、市内の広範囲で水道水の濁りが

生じたため、市内全利用者を対象に、一律２立方メートル分の上下水道料金を無料にします。

濁りが解消されるまでに使用した水量を最大２立方メートルと試算し、水道メーターの検針

により計量した水量から２立方メートルの水量を差し引き、上下水道料金を計算します。

なお、水道水の使用量が基本料金の範囲内の利用者は対象外です。
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TEL 072-724-6755（直通）


